
議
案
第
七
号 

 
 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
□ 

令
和
八
年
二
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
出
者 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

平 
 

林 
 

治 
 

樹 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則 

 

□
目
的
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
三

号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
□
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
し
□

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
□ 

 

□
用
語
□ 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
□
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
□ 

 
 

□
支
給
範
囲
の
特
例
□ 

第
三
条 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
各
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員

で
あ
□
て
□
交
通
機
関
等
を
利
用
し
□
又
は
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
教
育
長
が

認
め
る
も
の
を
い
う
□ 

一 

住
居
又
は
幼
稚
園
の
い
ず
れ
か
が
離
島
等
に
あ
る
職
員 

二 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
□
別
表
第
五
号
に
掲
げ
る
程
度
の
身
体
障
害

の
た
め
歩
行
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
職
員 



三 

職
員
の
住
居
か
ら
幼
稚
園
ま
で
に
至
る
経
路
の
う
ち
□
運
賃
等
□
時
間
□
距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か

つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
交
通
機
関
等
の
通
常
の
経
路
の
長
さ
が
□
片
道
一
キ
ロ
メ
□
ト
ル
以
上
□
東
京
都
電
車
条
例

□
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
五
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
都
電
車
に
あ
□
て
は
□
三
停
留
区
間
を
超
え
る

も
の
□
に
あ
る
職
員 

 

□
交
通
の
用
具
□ 

第
四
条 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
□
た
だ
し
□

中
央
区
□
以
下
□
区
□
と
い
う
□
□
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
所
有
に
属
す
る
も
の
を
除
く
□ 

一 

自
転
車
□
原
動
機
付
自
転
車
□
道
路
運
送
車
両
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
□
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
□
□
□
舟
艇
及
び
自
動
車
□
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
□
□ 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
教
育
長
が
認
め
る
交
通
の
用
具 

 

□
支
給
対
象
期
間
□ 

第
五
条 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
□
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
及
び

十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
□
そ
れ
ぞ
れ
六
月
の
期
間
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
在
勤
す
る
幼
稚
園
の
移
転
が
予
定
さ
れ
て
い
る
等
□
あ
ら
か
じ
め
支
給
対
象
期
間
内
に

お
け
る
通
勤
経
路
等
の
変
更
が
確
実
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
□
教
育
長
は
□
通
勤
経
路
等
の
変
更
の
時
期
を
考

慮
し
て
□
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
以
後
の
月
の
末
日
ま
で
の
一
月
を
単
位
と
し
た
期
間
を
□
支
給
対
象
期
間
と
し
て
別
に

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

□
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
準
□ 

第
六
条 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
は
□
運
賃
等
□
時
間
□
距
離
等
の
事
情
に

照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
運
賃
等
の
額
に
よ
る
も
の
と
す



る
□ 

第
七
条 

前
条
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
は
□
往
路
と
帰
路
と
を
異
に
し
□
又
は
往
路
と
帰
路
と
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
通

勤
の
方
法
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
□
て
は
な
ら
な
い
□
た
だ
し
□
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
□
休
日
□
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
二
号
□
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
が
深
夜
に
及
ぶ
た
め
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
等
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
は
□
こ
の
限
り
で

な
い
□ 

第
八
条 

運
賃
等
相
当
額
は
□
次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
き
□
次
に
掲
げ
る
額
の
総
額
□
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
と
す
る
□ 

一 

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
区
間
□
乗

継
区
間
等
を
含
む
□
□
に
つ
い
て
は
□
別
表
第
一
□
支
給
対
象
期
間
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
□
た
者
□
人
事
交
流

等
に
よ
る
も
の
を
除
く
□
以
下
□
新
規
採
用
職
員
□
と
い
う
□
□
に
あ
□
て
は
□
別
表
第
二
□
に
掲
げ
る
支
給
月
数
に

応
じ
た
通
用
期
間
の
定
期
券
の
組
合
せ
に
よ
る
当
該
区
間
に
係
る
定
期
券
の
価
額
の
総
額
□
同
一
の
通
用
期
間
に
つ
い

て
価
額
の
異
な
る
定
期
券
を
発
行
し
て
い
る
と
き
は
□
最
も
低
廉
と
な
る
定
期
券
の
価
額
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す

る
□
□
□
た
だ
し
□
交
替
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
等
で
平
均
一
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
の
少
な
い
も
の
に
つ
い

て
□
こ
の
額
が
次
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
と
き
は
□
当
該
額 

二 

回
数
乗
車
券
そ
の
他
の
定
期
券
以
外
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
区
間
□
乗
継
区
間
等
を
含
む
□
□
に
つ
い
て
は
□
当
該
区
間
に
つ
い
て
の
通
勤
二
十
一
回
分

□
交
替
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
等
に
あ
□
て
は
□
平
均
一
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分
□
の
運
賃
等
の
額
で
あ
□

て
□
最
も
低
廉
と
な
る
も
の
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
に
支
給

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 



２ 

前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
の
運
賃
等
相
当
額
は
□
往
路
及
び
帰
路
の
交
通
機
関
等
に
つ
い

て
□
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
と
の
均
衡
を
考
慮
し
□
当
該
額
の
算
出
方
法
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
の
総
額
□
そ
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
と
す
る
□ 

 

□
自
転
車
等
の
使
用
者
に
つ
い
て
の
特
例
□ 

第
九
条 

条
例
別
表
第
三
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
は
□
幼
稚
園
か
ら
至
近
の
駅
□
停
留
所
等
を
含
む
□
□
ま
で

の
徒
歩
に
よ
る
距
離
が
二
キ
ロ
メ
□
ト
ル
以
上
で
あ
る
幼
稚
園
又
は
幼
稚
園
周
辺
の
一
般
に
利
用
さ
れ
る
交
通
機
関
の
運

行
回
数
□
交
通
機
関
が
複
数
あ
る
場
合
は
□
全
て
の
当
該
交
通
機
関
の
運
行
回
数
を
合
計
し
た
数
□
が
一
日
十
五
往
復
以

下
で
あ
る
幼
稚
園
に
勤
務
す
る
職
員
で
あ
る
こ
と
と
す
る
□ 

２ 

条
例
別
表
第
三
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
下
肢
等
の
障
害
の
た
め
□
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通

勤
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
と
す
る
□ 

３ 

教
育
長
は
□
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
障
害
の
範
囲
及
び
程
度
に
つ
い
て
□
前
二
項
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
□
必
要
な
要
件
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

□
併
用
者
の
区
分
及
び
支
給
額
□ 

第
十
条 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
分
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
通
勤
手
当
の
額
は
□

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
□ 

 

一 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
□
自
転
車
等
を
使
用
す
る
距
離
が
片
道
一
キ
ロ
メ
□
ト
ル
以 

 

上
で
あ
る
職
員
又
は
そ
の
距
離
が
片
道
一
キ
ロ
メ
□
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ 

 

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員 

運
賃
等
相
当
額
及
び
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
□
そ
の 

 

額
を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
と
き
は
□
十
五
万
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
□ 

二 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
□
運
賃
等
相
当
額
が
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
以
上



で
あ
る
職
員
□
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
□
□ 

 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額 

三 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
□
運
賃
等
相
当
額
が
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
未
満

で
あ
る
職
員
□
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
□
□ 

 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額 

 

□
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員
□ 

第
十
一
条 

条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
□
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
□
新
幹
線

鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
□
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事

情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
□
□
と
す
る
□ 

一 

新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
せ
ず
に
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
片
道
の
通
勤

距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
□
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

二 

片
道
の
通
勤
時
間
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
せ
ず
に
□
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し

た
場
合
に
要
す
る
通
勤
時
間
と
す
る
□
□
が
百
二
十
分
以
上
で
あ
る
こ
と
□ 

 

□
異
動
等
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
□ 

第
十
二
条 

条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
住
居
は
□
幼
稚
園
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
幼

稚
園
の
移
転
□
以
下
□
異
動
等
□
と
い
う
□
□
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
住
居
と
す
る
□ 

一 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居 

二 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で
あ
□
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

イ 

条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等

□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
□
旧
最
寄
り
駅
等
□
と
い
う
□
□
と
□
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ 

る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
□
新
最
寄
り
駅
等
□
と
い
う
□
□
と
が
□
新
幹
線
鉄
道

等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 



ロ 

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
片
道
の
通
勤
経

路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
□
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

 

三 
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
教
育
長
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の 

 

□
特
別
料
金
等
相
当
額
の
算
出
の
基
準
□ 

第
十
三
条 

条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
料
金
等
相
当
額
の
算
出
は
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
す
る
場
合
に

お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
が
運
賃
等
□
時
間
□
距
離
等
の
事
情
に
照
ら
し
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
よ
る
特
別
料
金
等
の
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
□
特
別
料
金
等
相
当
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
□
た
だ
し
□
定
期
券
の
価
額
に
基

づ
き
特
別
料
金
等
相
当
額
を
算
出
す
る
場
合
に
は
□
当
該
経
路
に
つ
い
て
発
行
さ
れ
る
六
月
以
内
の
最
長
の
通
用
期
間
の

定
期
券
の
価
額
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
□ 

 

□
給
料
表
の
適
用
の
直
前
の
住
居
に
相
当
す
る
住
居
□ 

第
十
四
条 

条
例
第
十
五
条
第
四
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
住
居
は
□
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
□
た
日

以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
住
居
と
す
る
□ 

一 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居 

二 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で
あ
□
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

イ 

条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等

□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
□
旧
最
寄
り
駅
等
□
と
い
う
□
□
と
□
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ

る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
□
新
最
寄
り
駅
等
□
と
い
う
□
□
と
が
□
新
幹
線
鉄
道

等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
片
道
の
通
勤
経



路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
□
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
教
育
長
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の 

 

□
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
範
囲
等
□ 

第
十
五
条 
条
例
第
十
五
条
第
四
項
の
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
□
次
に
掲
げ
る
職

員
で
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
□
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用

に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
□
□
と
す
る
□ 

一 

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
□
た
者
□
条
例
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
□
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職

員
□
国
家
公
務
員
等
で
あ
□
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
□
た
者
及

び
地
方
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

者
□
同
項
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
者
に
限
る
□
第
三
号
に
お
い
て
□
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
□
と
い
う
□
□
□
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
□
人
事
交
流
等
職
員
□
と
い
う
□
□
を
除
く
□
□
の
う
ち
□
当

該
適
用
の
直
前
の
住
居
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
幼
稚
園
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
□
た
者 

二 

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
□
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
幼
稚
園
に
在
勤
す
る
こ
と

と
な
□
た
こ
と
に
伴
い
□
通
勤
の
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員 

三 

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
□
条
例
の
適
用
外
で
あ
□
た
者
と
し
て
の
在
職
を
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
の

在
職
と
□
そ
の
間
の
勤
務
箇
所
又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
な
る
直
前
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
く
在
職

期
間
中
の
勤
務
箇
所
を
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
幼
稚
園
と
み
な
し
た
場
合
に
□
条
例
の
適
用
を
受
け
る
前
又
は
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
□
直
前
の
幼
稚
園
に
限
る
□
□
と
な
る
前
か
ら
引
き
続
き
同
項
に
規
定
す
る
職
員
た
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員 

第
十
六
条 

条
例
第
十
五
条
第
四
項
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員



は
□
次
に
掲
げ
る
職
員
で
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
□
新

幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
□
□
と
す
る
□ 

一 
配
偶
者
又
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
□
配
偶
者
及
び
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も

な
い
職
員
に
あ
□
て
は
□
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
□
の
住
居
へ
の

転
居
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
□
た
職
員
の
う
ち
□
当
該
転
居
後
の
住
居
□
次
項
に
規
定
す

る
特
定
住
居
を
含
む
□
□
か
ら
の
通
勤
の
た
め
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
□
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の 

二 

満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
□
子
の
養
育
に
係
る

事
情
に
よ
り
そ
の
事
情
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
□
当
該
転
居
後
の
住
居
□
当
該
転
居
の
日
以
後

に
当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
□
□
か
ら
の
通
勤
の
た
め
□
新
幹
線

鉄
道
等
を
利
用
し
□
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
□
当
該
子
の
養
育
を
行
□

て
い
る
も
の
に
限
る
□
□ 

三 

職
員
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
の
父
母
□
介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
□
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
□
以
下
□
要
介
護
認
定
□
と
い
う
□
□
を
受
け
て
い
る
者
に
限

る
□
□
の
介
護
に
伴
い
□
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
□
当
該
転
居
後
の
住
居
□
当
該

転
居
の
日
以
後
に
当
該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣
の
住
居
を
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住

居
を
含
む
□
□
か
ら
の
通
勤
の
た
め
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
□
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と

を
常
例
と
す
る
も
の
□
当
該
父
母
の
介
護
を
行
□
て
い
る
者
に
限
る
□
□ 

四 

配
偶
者
又
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
の
異
動
等
□
配
偶
者
又
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
が

職
員
で
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
異
動
等
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
□
□
に
伴
い
□
配
偶
者
又
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ



関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
□
職
員
及
び
配
偶
者
又
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
の
通
勤
を
考

慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
□
当
該
転
居
後
の
住
居
□
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
を
含
む
□
□
か
ら
の
通
勤
の
た
め
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
□
そ
の
利

用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
□
当
該
配
偶
者
又
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手

方
と
生
活
を
共
に
し
て
い
る
も
の
に
限
る
□
□ 

五 

特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
□
子
の
養
育
に
係
る
事
情
に
よ
り
そ
の
事
情
を
考
慮
し
た
地
域
の
住

居
に
転
居
し
た
職
員
□
職
員
若
し
く
は
配
偶
者
若
し
く
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
の
父
母
□
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
□
□
の
介
護
に
伴
い
□
当
該
父
母
の
住
居
若
し
く
は
そ
の
近
隣
住
居
に
転
居
し
た
職
員
又
は

配
偶
者
若
し
く
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
の
異
動
等
□
配
偶
者
若
し
く
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相

手
方
が
職
員
で
な
い
場
合
に
あ
□
て
は
□
異
動
等
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
□
□
に
伴
い
□
配
偶
者
若
し
く
は
パ
□
ト

ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
□
職
員
及
び
配
偶
者
若
し
く
は
パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相

手
方
の
通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
□
養
育
若
し
く
は
介
護
の
終
了
等
又
は
配
偶
者
若
し
く
は

パ
□
ト
ナ
□
シ
□
プ
関
係
の
相
手
方
と
生
活
を
共
に
し
な
く
な
□
た
こ
と
等
に
伴
い
□
直
前
に
居
住
し
て
い
た
住
居
に

再
び
転
居
し
た
も
の
の
う
ち
□
条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
□
当
該
転
居
後
の
住
居

か
ら
の
通
勤
の
た
め
□
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
□
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の 

六 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
均

衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
教
育
長
が
認
め
る
職
員 

２ 

前
項
第
一
号
の
特
定
住
居
と
は
□
同
号
に
規
定
す
る
転
居
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
事
由
の
発
生
□
と
い
う
□
□
の



日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
由
の
発
生
の
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
転
居
後

の
住
居
□
と
い
う
□
□
で
あ
□
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
□ 

一 
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居 

二 

新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
で
あ
□
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
□
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
□
旧
最
寄
り
駅
等
□
と
い
う
□
□
と
□
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤
経
路
の

起
点
と
な
る
駅
等
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
□
新
最
寄
り
駅
等
□
と
い
う
□
□
と
が
□
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
通
勤

経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に
よ
る
片
道
の
通
勤
経

路
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
□
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
□
教
育
長
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も
の 

 

□
異
動
等
事
由
□ 

第
十
七
条 

条
例
第
十
五
条
第
六
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
□
以
下
□
異
動
等
事
由
□
と
い
う
□
□
は
□
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
□ 

一 

異
動
等
若
し
く
は
住
居
の
移
転
等
に
伴
い
□
通
勤
経
路
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
た
場
合
又
は
通
勤
の
た
め
に

負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
□
た
こ
と
に
よ
り
□
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
場
合 

二 

離
職
し
□
若
し
く
は
死
亡
し
た
場
合
又
は
条
例
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
□
た

場
合
若
し
く
は
そ
の
後
に
再
び
要
件
を
具
備
し
た
場
合 

三 

条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
休
職
等
と
な
□
た
場
合
若
し
く
は
当
該
休
職
等
が
終
了
し
た
場
合
又
は

他
の
法
令
の
定
め
に
よ
り
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
由
が
生
じ
□
若
し
く
は
終
了
し
た
場
合 



四 

出
張
□
休
暇
□
欠
勤
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
□
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
□
て
通
勤
し
な

い
こ
と
と
な
□
た
場
合
又
は
そ
の
後
再
び
通
勤
す
る
こ
と
と
な
□
た
場
合 

 

□
異
動
等
に
伴
う
支
給
□
返
納
等
□ 

第
十
八
条 
異
動
等
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
□
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
支
給
し
□
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
条
例
第
十
五
条

第
六
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
し
て
返
納
さ
せ
る
□ 

一 

異
動
等
事
由
が
生
じ
た
支
給
対
象
期
間
に
つ
き
□
異
動
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
新
た
に
通
勤
に
要
す
る
こ
と

と
な
る
額 

二 

異
動
等
事
由
が
生
じ
た
支
給
対
象
期
間
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
う
ち
□
異
動
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
通
勤

に
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
額 

第
十
九
条 

異
動
等
事
由
□
第
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
□
□
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第

一
号
に
規
定
す
る
支
給
額
は
□
異
動
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
新
た
に
通
勤
に
要
す
る
こ
と
と
な
□
た
通
勤
経
路
に

つ
い
て
□
異
動
等
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
□
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
□
そ
の
日
の
属
す
る

月
□
の
初
日
か
ら
次
の
支
給
対
象
期
間
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
月
数
□
以
下
□
残
り
の
支
給
月
数
□
と
い
う
□
□
に
関
し

て
□
条
例
第
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
通
勤
手
当
の
額
と
し
て
算
出
さ
れ
る
額
の
総
額
と
す
る
□ 

２ 

異
動
等
事
由
□
第
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
□
□
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
二
号
に

規
定
す
る
返
納
額
は
□
異
動
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
通
勤
に
要
し
な
い
こ
と
と
な
□
た
通
勤
経
路
に
係
る
通
勤
手

当
の
額
の
算
出
方
法
に
応
じ
て
□
次
に
掲
げ
る
額
の
総
額
と
す
る
□ 

一 

定
期
券
の
価
額
に
基
づ
き
運
賃
等
相
当
額
を
算
出
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
は
□
別
表
第
一
□
新
規
採
用
職
員
に
あ

□
て
は
□
別
表
第
二
□
に
掲
げ
る
支
給
月
数
に
応
じ
た
通
用
期
間
の
定
期
券
の
組
合
せ
及
び
順
序
に
従
□
て
□
通
勤
手

当
の
支
給
を
受
け
る
月
か
ら
使
用
し
た
も
の
と
し
□
異
動
等
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
□
そ
の
日
が
月
の
初
日
で



あ
る
と
き
は
□
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
□
の
末
日
に
通
用
期
間
が
到
来
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
定
期
券
の
払
戻

し
を
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ
る
額
及
び
通
用
期
間
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
と
さ
れ
る
定
期
券
の
価
額
の
総
額 

二 
前
号
に
規
定
す
る
区
間
以
外
の
区
間
に
つ
い
て
は
□
当
該
通
勤
経
路
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
を
支
給
月
数
で
除
し
て

得
た
額
□
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
□
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
□
に
残
り
の
支
給
月
数
を
乗
じ

て
得
た
額 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
通
勤
手
当
の
額
が
条
例
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
□
算
出
さ
れ
た
額

を
支
給
月
数
で
除
し
て
得
た
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
た
め
に
□
十
五
万
円
に
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
支
給
さ
れ

て
い
る
職
員
の
前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
返
納
額
は
□
十
五
万
円
に
残
り
の
支
給
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
□ 

第
二
十
条 

異
動
等
事
由
□
第
十
七
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
□
□
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
第
十
八

条
に
規
定
す
る
支
給
額
及
び
返
納
額
に
つ
い
て
は
□
前
条
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
教
育
長
が
定
め
る
□ 

 

□
委
任
□ 

第
二
十
一
条 

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
□
教
育
長
が
定
め
る
□ 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
□
以
下
□
施
行
日
□
と
い
う
□
□
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

第
十
四
条
の
規
定
は
□
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
転
居
に
つ
い
て
適
用
す
る
□ 

３ 
 

第
十
五
条
の
規
定
は
□
施
行
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
□
た
者
に
も
適
用
す
る
□ 

４ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
□
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
は
□
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
□ 



５ 

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
は
□
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
□
た
者
□
こ

れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
転
居
の
日
以
後
に
転
居
を
し
た
者
を
除
く
□
□
に
も
適
用
す
る
□ 

別
表
第
一
□
第
八
条
・
第
十
九
条
関
係
□ 

 
 

  
 

      
 

 

備
考 

 
 

一 

通
用
期
間
の
異
な
る
定
期
券
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
は
□
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
月
数
に
応
じ
た
下
欄
に
掲
げ
る
通

用
期
間
の
定
期
券
の
順
と
す
る
□ 

 
 

二 

通
用
期
間
六
月
の
定
期
券
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
交
通
機
関
に
つ
い
て
は
□
□
六
月
□
は
□
三
月
□
三
月
□
と
読

み
替
え
る
□ 

 
 

三 

通
用
期
間
三
月
の
定
期
券
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
交
通
機
関
に
つ
い
て
は
□
□
三
月
□
は
□
一
月
□
一
月
□
一
月
□

と
読
み
替
え
る
□ 

六
月 

支
給
月
数 

六
月 

通
用
期
間
の
定
期
券
の
組
合
せ 

一
月 

二
月 

三
月 

四
月 

五
月 

一
月 

一
月
□
一
月 

三
月 

三
月
□
一
月 

三
月
□
一
月
□
一
月 



別
表
第
二
□
第
八
条
・
第
十
九
条
関
係
□ 

          

備
考 

 
 

一 

通
用
期
間
の
異
な
る
定
期
券
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
は
□
上
欄
に
掲
げ
る
支
給
月
数
に
応
じ
た
下
欄
に
掲
げ
る
通

用
期
間
の
定
期
券
の
順
と
す
る
□ 

 
 

二 

通
用
期
間
三
月
の
定
期
券
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
交
通
機
関
に
つ
い
て
は
□
□
三
月
□
は
□
一
月
□
一
月
□
一
月
□

と
読
み
替
え
る
□ 

  

□
説 

明
□ 

 
 

 

特
別
区
人
事
委
員
会
よ
り
□
教
職
員
の
新
幹
線
等
の
利
用
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
要
件
等
を
改
定
す
る
幼
稚
園
教

育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
合
わ
せ
□
通
勤
手
当
に
つ
い
て
は
□
そ
れ
ぞ
れ
の
通
勤
事
情
等
に
応
じ

三
月 

四
月 

五
月 

六
月 

支
給
月
数 

一
月
□
一
月
□
一
月 

一
月
□
三
月 

一
月
□
一
月
□
三
月 

一
月
□
一
月
□
一
月
□
三
月 

通
用
期
間
の
定
期
券
の
組
合
せ 

一
月 

二
月 

一
月 

一
月
□
一
月 



て
各
区
で
規
則
化
す
る
方
針
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
□
新
た
に
規
則
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
□
こ
の
議
案
を
提

出
し
ま
す
□ 


